
１ かき又はさくの構造の制限について 

 イ フェンス等の基礎でブロック等これらに類するものの高さが 0.6メートル以下 

 ・基準とする地盤は宅地地盤とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 門柱にあってはこの限りではない 

   門柱の基準については下図を基準とする 

 

 

立面図 
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0．6m以下 

宅地地盤 

1800㎜以下 1800㎜以下 

1800㎜以下 1800㎜以下 

平面図 

【注：柱の部分（点線）も 1800mmの範囲に入れること】 

・他法令による基準は遵守すること（建築基準法、宅地造成等規制法 等） 
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